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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第46期 

第１四半期 
連結累計期間 

会計期間 
自 2019年４月21日 
至 2019年７月20日 

売上高 （千円） 2,316,251 

経常損失（△） （千円） △51,289 

親会社株主に帰属する四半期純損

失（△） 
（千円） △79,381 

四半期包括利益 （千円） △97,856 

純資産額 （千円） 6,908,886 

総資産額 （千円） 10,771,020 

１株当たり四半期純損失（△） （円） △12.38 

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益 
（円） － 

自己資本比率 （％） 62.7 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

４．当社は当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前第１四半期連結会計

期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。 

 

２【事業の内容】

 当第１四半期連結会計期間におきまして、Mirador Building Contractor Pte. Ltd. の株式を取得したことによ

り、当第１四半期連結会計期間より同社を連結対象として、連結決算を開始いたしました。

 当第１四半期連結会計期間におきまして、報告セグメントを「施工サービス事業」、「製商品販売事業」及び「海

外事業」の３つのセグメントに変更しております。詳細は「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項

（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

 当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 なお、当社は、当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期等との比較につい

ては記載しておりません。 

（１）財政状態及び経営成績の状況 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善が続く中、個人消費の持ち直しや設備

投資の増加が継続するなど、緩やかな回復基調が続きました。また、海外においては、米中貿易摩擦の影響や中国

経済の減速等、先行き不透明な状況の中推移いたしました。 

 当社に関連の深い住宅業界について、新設住宅着工戸数は、持家と分譲戸建てが前年を上回ったものの、貸家と

マンションが前年を下回ったため、全体では前期比マイナスとなりました。 

 こうした状況において、当社では当事業年度を２年目とする中期経営計画を立ち上げ、３事業年度の売上拡大や

施工サービス事業の資源を利用した事業領域の拡大、多様な人材の獲得と働きやすい職場環境の構築など５つの重

点戦略を掲げております。当第１四半期連結累計期間については、シンガポールにおいて足場工事、熱絶縁工事等

の事業を展開する海外子会社を取得したことにより、新たな市場への挑戦として掲げている海外市場の進出を果た

しました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は2,316百万円、営業損失54百万円、経常損失51百万

円、親会社株主に帰属する四半期純損失79百万円となりました。 

 なお、2019年５月10日にMirador Building Contractor Pte. Ltd.の株式を取得し、子会社化したことによるア

ドバイザリー費用等の101百万円を一時に販売費及び一般管理費に計上しております。 

 

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。
 
①施工サービス事業

 施工サービス事業につきましては、前期の下期より継続している自然災害に対する復旧工事のほか、消費税増

税を見越した駆け込み需要の影響や中層大型建築物向けの受注が好調であることから、業績は堅調に推移致しま

した。しかしながら、建設関連の雇用情勢はさらに厳しい状況が続き、足場施工の対応力を増強するには至りま

せんでした。

 以上の結果、売上高は1,782百万円、売上総利益は586百万円となりました。
 
②製商品販売事業

 製商品販売事業につきましては、施工サービス事業における外部環境と同様に、足場工事を行う取引先でのビ

ケ足場に対する需要が増え、新規取引先への積極的な営業も奏功したことから、販売量は大きく増加致しまし

た。

 以上の結果、売上高は328百万円、売上総利益は78百万円となりました。
 
③海外事業

 海外事業につきまして、シンガポールの子会社Mirador Building Contractor Pte. Ltd.では、事業に繋がりの

強い石油関連業界において、米中貿易摩擦の影響からも弱さが残り、大型のプロジェクトが無かったことから、

業績は軟調となりました。

 以上の結果、売上高は186百万円、売上総利益は40百万円となりました。

 なお、子会社化の時期の関係上、連結対象となる月数は２ヵ月間となります。
 
④その他

 その他につきましては、業務受託料および保険代理店収入等で構成されており、売上高は19百万円、売上総利

益は13百万円となりました。
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財政状態は、次のとおりであります。 
 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は10,771百万円となり、流動資産合計5,662百万円、固定資産合計5,108

百万円となりました。 

 流動資産の主な内訳は、現金及び預金2,269百万円、受取手形及び売掛金1,931百万円、たな卸資産647百万円で

あります。 

 固定資産の内訳は、有形固定資産2,735百万円、無形固定資産789百万円、投資その他の資産1,583百万円であり

ます。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、3,862百万円となり、流動負債合計2,339百万円、固定負債合計

1,522百万円となりました。

 流動負債の主な内訳は、支払手形及び買掛金697百万円、電子記録債務310百万円であります。 

 固定負債の主な内訳は、長期借入金1,269百万円、資産除去債務83百万円であります。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は6,908百万円となり、自己資本比率は62.7％となりました。 

 

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 当第１四半期連結累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた

課題はありません。
 

（３）研究開発活動 

 当第１四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は11百万円であります。

 なお、当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
 

（４）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営成績の現状と見直し

 当第１四半期連結累計期間において、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありま

せん。

 

３【経営上の重要な契約等】

 当社は、2019年４月22日付の会社法第370条による決議（取締役会の決議に代わる書面決議）によって、2019年５

月10日付でMirador Building Contractor Pte. Ltd. 、Golden Light House Engineering Pte. Ltd. 及びPM ＆ I 

Pte. Ltd. の株式を取得し、子会社化いたしました。 

 詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項（企業結合等関係）」に記載のとおりでありま

す。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 26,000,000

計 26,000,000

 

②【発行済株式】

種類 
第１四半期会計期間末
現在発行数（株） 
（2019年７月20日） 

提出日現在発行数（株） 
（2019年８月30日） 

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名 

内容 

普通株式 7,618,000 7,618,000 
東京証券取引所 

（市場第二部） 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は100

株であります。 

計 7,618,000 7,618,000 － － 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 2019年４月21日～

2019年７月20日
－ 7,618,000 － 566,760 － 649,860

 

（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

 

- 4 -



（６）【議決権の状況】

 当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2019年４月20日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

 

①【発行済株式】

        2019年７月20日現在 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式   － － － 

議決権制限株式（自己株式等）   － － － 

議決権制限株式（その他）   － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,205,100 － 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,410,400 64,104 同上 

単元未満株式 普通株式 2,500 － 
１単元（100株）未満

の株式 

発行済株式総数   7,618,000 － － 

総株主の議決権   － 64,104 － 

 （注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式100株が含まれております。「議決権の

数（個）」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

 

②【自己株式等】

        2019年７月20日現在 

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（株）ダイサン 

大阪市中央区南本

町２丁目６番１２

号 

1,205,100 － 1,205,100 15.82 

計 － 1,205,100 － 1,205,100 15.82 

 （注）2019年７月20日現在の自己株式は1,205,111株であります。

 

２【役員の状況】

 該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 なお、当第１四半期連結会計期間から四半期連結財務諸表を作成しているため、比較情報は記載しておりません。

 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2019年４月21日から2019

年７月20日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月21日から2019年７月20日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円） 

  当第１四半期連結会計期間 
(2019年７月20日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 2,269,341 

受取手形及び売掛金 ※ 1,931,369 

電子記録債権 ※ 147,406 

有価証券 100,039 

たな卸資産 647,966 

賃貸用仮設材 538,695 

その他 40,222 

貸倒引当金 △12,544 

流動資産合計 5,662,498 

固定資産  

有形固定資産  

土地 1,656,757 

その他 1,078,509 

有形固定資産合計 2,735,267 

無形固定資産  

のれん 701,605 

その他 87,726 

無形固定資産合計 789,331 

投資その他の資産  

その他 1,587,101 

貸倒引当金 △3,177 

投資その他の資産合計 1,583,923 

固定資産合計 5,108,522 

資産合計 10,771,020 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 ※ 697,974 

電子記録債務 ※ 310,650 

短期借入金 102,286 

未払法人税等 15,262 

賞与引当金 118,355 

資産除去債務 1,800 

その他 1,093,608 

流動負債合計 2,339,937 

固定負債  

長期借入金 1,269,098 

退職給付に係る負債 780 

資産除去債務 83,002 

その他 169,314 

固定負債合計 1,522,195 

負債合計 3,862,133 
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  （単位：千円） 

  当第１四半期連結会計期間 
(2019年７月20日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 566,760 

資本剰余金 649,860 

利益剰余金 6,401,352 

自己株式 △918,982 

株主資本合計 6,698,989 

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 76,692 

為替換算調整勘定 △18,778 

その他の包括利益累計額合計 57,913 

非支配株主持分 151,983 

純資産合計 6,908,886 

負債純資産合計 10,771,020 
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円） 

 
 当第１四半期連結累計期間 

(自 2019年４月21日 
 至 2019年７月20日) 

売上高 2,316,251 

売上原価 1,597,889 

売上総利益 718,361 

販売費及び一般管理費 772,403 

営業損失（△） △54,042 

営業外収益  

受取利息 128 

受取配当金 1,546 

投資有価証券売却益 39 

その他 5,451 

営業外収益合計 7,165 

営業外費用  

支払利息 2,920 

その他 1,492 

営業外費用合計 4,413 

経常損失（△） △51,289 

特別損失  

固定資産除却損 0 

特別損失合計 0 

税金等調整前四半期純損失（△） △51,289 

法人税、住民税及び事業税 6,455 

法人税等調整額 22,811 

法人税等合計 29,266 

四半期純損失（△） △80,556 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1,174 

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △79,381 
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円） 

 
 当第１四半期連結累計期間 

(自 2019年４月21日 
 至 2019年７月20日) 

四半期純損失（△） △80,556 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 6,271 

為替換算調整勘定 △23,570 

その他の包括利益合計 △17,299 

四半期包括利益 △97,856 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △91,889 

非支配株主に係る四半期包括利益 △5,966 
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

 当第１四半期連結会計期間において、Mirador Building Contractor Pte. Ltd.の株式を取得したため、連結の

範囲に含めております。 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

   ※ 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務 

 四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債権債務の会計処理については、当四半期連結会計期間末日が

金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当四半期連結会計期間末日満

期手形及び電子記録債権債務の金額は、次のとおりであります。

 
当第１四半期連結会計期間
（2019年７月20日）

受取手形 1,495千円 

電子記録債権 289

支払手形 4,079

電子記録債務 47,194

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１

四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却

額は、次のとおりであります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自  2019年４月21日
至  2019年７月20日）

減価償却費

のれんの償却額

42,341千円

9,257千円

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結累計期間（自 2019年４月21日 至 2019年７月20日）

配当金支払額 

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月31日

取締役会
普通株式 83,367 13 2019年４月20日 2019年６月19日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自2019年４月21日 至2019年７月20日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

          （単位：千円） 

  報告セグメント 

その他 合計 
 

施工 
サービス事業 

製商品 
販売事業 

海外事業 計 

売上高            

外部顧客への売上高 1,782,722 328,001 186,215 2,296,938 19,312 2,316,251 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － － 

計 1,782,722 328,001 186,215 2,296,938 19,312 2,316,251 

セグメント利益 586,609 78,054 40,474 705,137 13,223 718,361 

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、業務受託料および

     保険代理店収入等であります。

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益であります。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

 該当事項はありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

 当社グループの報告セグメントは、「施工サービス事業」、「製商品販売事業」の２つに区分しておりま

したが、Mirador Building Contractor Pte. Ltd.の株式を取得し連結子会社化したことに伴い、当第１四

半期連結会計期間より「施工サービス事業」、「製商品販売事業」及び「海外事業」の３つのセグメントに

変更することといたしました。

 

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（のれんの金額の重要な変動） 

 「海外事業」セグメントにおいて、当第１四半期連結会計期間に、Mirador Building Contractor Pte. 

Ltd .の株式を取得し連結子会社化したことに伴い、のれんが643,404千円増加しております。 

 なお、取得原価の配分が完了していないため、のれんの金額は暫定的に算定された金額であります。 
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（企業結合等関係）

 当社は、2019年４月22日付の会社法第370条による決議（取締役会の決議に代わる書面決議）によって、2019年

５月10日付でMirador Building Contractor Pte. Ltd. 、Golden Light House Engineering Pte. Ltd. 及びPM ＆ 

I Pte. Ltd. の株式を取得し、子会社化いたしました。 

 なお、Golden Light House Engineering Pte. Ltd. 及びPM ＆ I Pte. Ltd. の２社については、取引に重要性

が乏しいと判断し、記載を省略しております。 

 

１．企業結合の概要 

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称   Mirador Building Contractor Pte. Ltd. 

事業の内容      足場工事、熱絶縁工事、塗装、電気設備工事 

 

（２）企業結合を行った主な理由

 Mirador Building Contractor Pte. Ltd.は、シンガポールにて主にプラントのメンテナンス向けに、足場工

事を中心とした熱絶縁工事や電気工事などの付帯工事も受注する事業を展開しており、最高レベルの安全性と

品質の提供を使命に600人を超える外国人施工スタッフを雇用しております。 

 この度同社の外国人施工スタッフを採用、育成する優れたビジネスモデルとプラント向け工事の経験、他国

へのコネクションが、当社の掲げる市場戦略を推し進めると共に、理念である「新しい足場文化と安全文化の

創造」を当社が国外でも展開することにより、双方の企業価値をさらに高めるシナジーになり得ると考え、株

式を取得することといたしました。 
 

（３）企業結合日

2019年５月10日 
 

（４）企業結合の法的形式

株式取得 
 

（５）結合後企業の名称

変更はありません。 
 

（６）取得した議決権比率

80％ 
 

（７）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによります。 
 

２．四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間 

2019年５月１日から2019年６月30日まで 
 

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳 

取得の対価 現金 15,792千シンガポールドル

取得原価   15,792千シンガポールドル

 

４．主要な取得関連費用の内容及び金額 

アドバイザリー費用等 101,209千円 
 

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（１）発生したのれんの金額 

8,091千シンガポールドル 

なお、のれんの金額は、暫定的に算出されたものです。 
 

（２）発生原因

今後の事業展開によって期待される、超過収益力から発生したものであります。 
 

（３）償却方法及び償却期間

15年間にわたる均等償却 
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（１株当たり情報）

 １株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期連結累計期間
（自 2019年４月21日
至 2019年７月20日）

１株当たり四半期純損失（△） △12円38銭

（算定上の基礎）  

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）（千円） △79,381

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る親会社株主に帰属する 

四半期純損失（△）（千円） 
△79,381

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,412

 （注）当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

 2019年５月31日開催の取締役会において、2019年４月期の期末配当に関し、次のとおり決議しました。

（イ）配当金の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・83百万円 

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・13円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・2019年６月19日 

  （注） 2019年４月20日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行います。 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2019年８月30日

株式会社ダイサン 

取締役会 御中 

 

太陽有限責任監査法人 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 森内 茂之  印 

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

  公認会計士 池田 哲雄  印 

 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ダイサ

ンの2019年４月21日から2020年４月20日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2019年４月21日から2019年７月

20日まで）及び第１四半期連結累計期間（2019年４月21日から2019年７月20日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

 四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

 当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ダイサン及び連結子会社の2019年７月20日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な

点において認められなかった。

 

利害関係

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

  以 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

 



【表紙】
 

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 2019年８月30日

【会社名】 株式会社ダイサン

【英訳名】 DAISAN CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 武敏

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 大阪市中央区南本町二丁目６番12号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 



１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

 当社代表取締役藤田武敏は、当社の第46期第１四半期（自2019年４月21日 至2019年７月20日）の四半期報告書の

記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

 

２【特記事項】

 特記すべき事項はありません。

 


